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和歌山県環境審議会鳥獣部会の開催について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、鳥獣保護区
特別保護地区を指定するに当たり、下記のとおり県環境審議会鳥獣部会を開催
しますので、お知らせします。

記

１ 日 時
令和２年９月４日（金） １３：３０～

２ 会 場
和歌山県庁 本館４階 環境生活部会議室

３ 審議事項
（１）鳥獣保護区等の指定について

不動寺谷鳥獣保護区特別保護地区の再指定

○不動寺谷鳥獣保護区特別保護地区
所 在 地：紀の川市
面 積：25.4ｈａ
再指定期間：令和2年11月1日～令和12年10月31日

※根拠規定：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４条
第４項及び第２９条第４項

【報道取材等について】
審議会は公開で行いますが撮影は冒頭（議事に入る）までとします。


